
◆ 12月の税務と労務
国　税／給与所得者の年末調整

今年最後の給与を支払う時
国　税／給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

及び保険料控除申告書の提出
今年最後の給与を支払う前日

国　税／11月分源泉所得税の納付 12月12日
国　税／10月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 1月4日
国　税／4月決算法人の中間申告 1月4日
国　税／1月、4月、7月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 1月4日

地方税／固定資産税・都市計画税（第3期分）の納付
市町村の条例で定める日

労　務／健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支
払届 支払後5日以内
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中小企業倒産防止共済制度は、中小企業の連鎖倒産を防
止するため、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍を限度に、無利子・
無担保・無保証人で共済契約者に貸し付ける制度です。本年10月１日から貸付限度額が
8,000万円に、掛金総額が800万円に、掛金月額が20万円にそれぞれ引き上げられています。

中小企業倒産防止共済制度
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年
末
調
整
は
、
給
与
の
支
払
者
が

給
与
の
支
払
い
を
受
け
る
一
人
一
人

に
つ
い
て
、
毎
月
の
給
与
や
賞
与
な

ど
の
支
払
い
の
際
に
源
泉
徴
収
し
た

税
額
と
、
そ
の
年
の
給
与
の
総
額
に

つ
い
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
税

額
（
年
税
額
）
と
を
比
べ
て
、
過
不

足
を
精
算
す
る
も
の
で
す
。

平
成
二
十
三
年
分
の
留
意
点

a

扶
養
控
除
の
見
直
し

①

年
少
扶
養
親
族
（
扶
養
親
族
の

う
ち
年
齢
一
六
歳
未
満
の
者
）
に

係
る
扶
養
控
除
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

②

特
定
扶
養
親
族
（
扶
養
親
族
の

う
ち
年
齢
一
六
歳
以
上
二
三
歳
未

満
の
者
）
の
う
ち
、
年
齢
一
六
歳

以
上
一
九
歳
未
満
の
者
に
係
る
扶

養
控
除
の
上
乗
せ
部
分
（
改
正
前

二
五
万
円
）
を
廃
止
し
、
扶
養
控

除
の
額
が
三
八
万
円
と
さ
れ
ま
す
。

s

同
居
特
別
障
害
者
加
算
の
改
組

扶
養
親
族
又
は
控
除
対
象
配
偶
者

が
同
居
の
特
別
障
害
者
で
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
扶
養
控
除
又
は
配
偶
者

控
除
の
額
に
三
五
万
円
を
加
算
す
る

措
置
が
、
年
少
扶
養
親
族
に
係
る
扶

養
控
除
の
廃
止
に
伴
い
、
特
別
障
害

者
控
除
の
額
を
七
五
万
円
（
改
正
前

四
〇
万
円
）
に
引
き
上
げ
る
形
に
変

更
と
な
っ
て
い
ま
す
。

年
末
調
整
の
対
象
者

年
末
調
整
の
主
な
対
象
者
は
、
表

１
の
と
お
り
で
す
。

な
お
、「
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除

等
（
異
動
）
申
告
書
」
の
提
出
が
前

提
と
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
提
出
し

て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

表1　年末調整対象者の選別（主な例）
年末調整の対象となる人 年末調整の対象とならない人

次のいずれかに該当する人

　⑴　1年を通じて勤務している人
　⑵　年の中途で就職し、年末まで勤務している人
　⑶　年の中途で退職した人のうち、次の人

①　死亡により退職した人
②　著しい心身の障害のため退職した人で、その退
職の時期からみて、本年中に再就職ができないと
認められる人

次のいずれかに該当する人

　⑴　左欄に掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収
入金額が2,000 万円を超える人

　⑵　2カ所以上から給与の支払いを受けている人で、他
の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等 （異
動）申告書」を提出している人や、年末調整を行うときま
でに「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提
出していない人（月額表又は日額表の乙欄適用者）

１

２
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役
員
や
従
業
員
の
所
有
す
る
建
物

な
ど
に
対
す
る
長
期
の
損
害
保
険
契

約
に
つ
い
て
、
会
社
が
保
険
契
約
者

と
な
っ
て
役
員
や
従
業
員
が
被
保
険

者
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
会
社
が
支

払
っ
た
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
次
の

よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

保
険
料
の
額
の
う
ち
、
積
立
保
険

料
に
相
当
す
る
部
分
の
金
額
は
資
産

に
計
上
し
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
他
の
部
分
の
金
額

は
役
員
等
に
対
す
る
給
与
等
と
さ
れ

ま
す
。

た
だ
し
、
そ
の
他
の
部
分
の
金
額

で
所
得
税
法
上
、
経
済
的
な
利
益
と

し
て
課
税
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い

て
、
会
社
が
給
与
等
と
し
て
経
理
し

な
い
場
合
に
は
、
給
与
等
と
し
て
取

り
扱
わ
れ
ま
せ
ん
。

譲渡所得、建物の取得費の計算

建物の譲渡所得の金額は、売却金額か
ら取得費と譲渡費用を差し引いて計算し
ます。

建物はその使用や、期間の経過によっ
て価値が減少していきますので、取得費
は建物の購入代金などの合計額から減価
償却費相当額を差し引く必要があります。

減価償却費相当額は、建物が事業用資
産である場合とそれ以外（非事業用資産）
の場合とで、次のように異なっています。

1　事業用資産の場合
建物を取得してから売るまでの毎年

の減価償却費の合計額になります。
2　非事業用資産の場合

1年当たりの減価償却費相当額（耐用
年数が事業用資産の1.5倍で計算されま
す）にその建物を取得してから売るま
での経過年数を乗じて計算します。

外貨建資産等の
期末換算方法

１　外貨建資産等の期末換算方法等の届出
外貨建資産等の取得又は発生の起因と

なった外貨建取引を行った場合には、そ
の外貨建取引を行った日の属する事業年
度の確定申告書の提出期限までに、外貨
建資産等の区分ごとに換算方法を税務署
長へ届け出ることになります。

この届け出を行わなかった場合は、法
定換算方法により、外貨建資産等の換算
を行う必要があります。

２　法定換算方法
法定換算方法は、外貨建資産等を１年

基準により短期と長期とに分類した上
で、短期のものは「期末時換算法」長期
のものは「発生時換算法」となります。

なお、「期末時換算法」は決算時の為
替相場により換算する方法であり、「発
生時換算法」は取得時の為替相場により

換算する方法です。

３ 外貨建資産等の期末換算方法等の変更
の承認の申請

既に選定している外貨建資産等の期末
換算の方法を変更しようとする場合は、
新たな期末換算の方法を採用しようとす
る事業年度開始の日の前日までに期末換
算方法等の変更の承認の申請を行う必要
があります。

いったん採用した外貨建資産等の換算
の方法は特別の事情がない限り継続して
適用する必要があります。

したがって、法人が現在採用している
換算の方法を変更するために、その変更
承認申請書を提出した場合において、現
在採用している換算の方法を採用してか
ら３年を経過していないときは、その変
更が合併や分割に伴うものである等その
変更することについて特別な理由がある
ときを除き、税務署長はその申請を却下
することができます。

従
業
員
の
家
屋
に
会
社
が
保
険
、
非
課
税
も


